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開会（開議)  午前１０時００分 

 

○議長（上田 正君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２２年第３回江田島市議会定例会第２日

目を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 日程に先立ち、市長から報告事項がありますので、これを許します。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  改めまして、おはようございます。昨日より引き続きまして、

定例会２日目大変ご苦労さまでございます。また、市民の皆様には早朝から傍聴にお越

しいただきまして、心からお礼を申し上げます。 

 日程に先立ちまして、２件ほどご報告を申し上げます。 

 そのまず第１点目が、ＬＣＡＣの自走運航についてでございます。昨日、中国四国防

衛局から、ＬＣＡＣの運航について、６月３０日以降は自走により運航するとの説明が

ありました。中国四国防衛局によりますと、本年２月に、飛渡瀬整備場で実施した騒音

測定について、住民の生活に影響を及ぼすものではないとの結果を得た旨を関係者へ説

明し、おおむね了解を得たことから、引き続き周囲への影響や安全性に配慮しながら、

自走運航方法に変更するとの説明でした。 

 ２点目は、昨日も申し上げましたように、能美海上ロッジにおける食中毒についてで

ございます。６月２０日に発生しました能美海上ロッジにおける食中毒のその後の状況

についてご報告申し上げます。 

 当日は、宿泊者及び昼食利用者４７人のうち２２人が発症し、１１人が医療機関で治

療を受けました。その中の４人が呉市内の病院へ入院されていますが、いずれも軽症で

あり、現在快方に向かっているとの報告を受けております。広島県西部保健所呉支所は、

２１日午後６時に食中毒と断定し、当該施設に対して、調理業務の禁止処分を行いまし

た。株式会社休暇村サービスは、本社から事故対応職員を派遣し、患者の対応に当たる

とともに、当面宿泊のみの営業をしております。市としましては、患者への適切な対応

と、シーサイド温泉のうみ、サンビーチおきみの２施設における衛生管理面について、

最大限の注意を払うよう指導いたしました。 

 以上で、追加報告を終わります。 

○議長（上田 正君）  以上で、市長の報告を終わります。 

 

日程第１  議案第３６号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１「議案第３６号 江田島市特定環境保全公共下水道

大柿浄化センター建設工事委託に関する協定の締結について」を議題といたします。  

 この際、議案の朗読は省略いたします。 
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 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３６号「江田島市特定環境保

全公共下水道大柿浄化センター建設工事委託に関する協定の締結について」でございま

す。  

 大柿浄化センター建設工事委託に関する協定を３億２００万円で、日本下水道事業団

と締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  説明に先立ちまして、議案書の直前の差し替えとな

りましたことをおわび申し上げます。以後注意してまいります。 

 協定の内容につきまして、次ページをお開きください。Ａ３の横の用紙でございます。  

 大柿町深江の下水道浄化センターの全体配置図でございます。３つの円形の施設が水

処理施設で、現在、左側の１基が稼働中でございます。このたび、着色しております真

ん中２基目の増設工事等を日本下水道事業団に委託するものでございます。稼働中の１

基の稼働率は、平成２０年度、日最大で約４０％とまだ余裕がございますが、一方で、

し尿や浄化槽汚泤を処理します鹿川の浄化センターが老朽化しておりまして、更新が必

要となっております。こうした中、汚水処理の合理化を図りまして、老朽化している鹿

川浄化センターは、将来的には、処理機能を持たせず、し尿等を希釈して、この大柿浄

化センターに送り、集約して汚水処理する計画としております。この集約処理計画の一

環で受け皿となります水処理施設の増設が必要となったものでございます。  

 前ページに戻っていただきまして、増設工事等は３億２００万円を要し、工事期間は

おおむね２０カ月を要することとなりますので、工期を平成２４年３月末とし、工事は、

高度かつ専門技術を要することから、水処理施設工事について地方公共団体の代行実績

の多い日本下水道事業団に委託するものでございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  以上をもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ６番 片平議員。 

○６番（片平 司君）  鹿川の今このし尿処理の施設よね、かなり古なっとるけん、

やめて、あそこへ持っていくだけで、あそこから深江の向こうまで引っ張るということ

なんですが、そうすると、あそこへつくるよりは、こっち持っていった方が金額的に安

くできるということなんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、これから下水道を整備すると、し尿とか浄化

槽汚泤が減ってくるので、やはり汚水処理を集約して処理するということが大事だと思
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います。まず、１点目は、まず集約処理ということがございます。２カ所つくるよりも

１カ所つくった方がよろしいということ、それと、その集約する場所につきましては、

鹿川浄化センターの近くにも下水道浄化センター、鹿川の浄化センターございますけど

も、そちらに持っていくよりも大柿浄化センターの方に送水する方が経済的に有利だと

いうことから、この計画に至っております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  まず、この議案でたらめじゃ思いますよ、わしからいわせ

ば。なぜかというと、大柿浄化センター建設工事、これ題名ですよね。これに加えて、

暫定の前処理施設、これが入るんでしょ、そうですか。これはちょっとおかしい思うん

です。題名がね。それから２点目に債務負担行為、これは限度額ではあるんですが、大

柿浄化センターは３億７，０００万、それから暫定の前処理施設は４，５００万ですよ

ね。ものすごく額が隔たりがあるじゃないですか。３億２００万ですよ。全部で、２２、

２３年で、その隔たり。まあこれが何か１２月ごろ予算を組んだから、これぐらい違う

んじゃとか何か言いよったが、余りにも違い過ぎる思うんですよ。この辺はどうなのか。  

 それから、このたびの委託先が下水道事業団ですよ。これはテレビでもようやりよる

天下りの温床になっとるんですよね、そういったところへ委託料、何パーセントかしら

んが、かなりの金額を払うんじゃないか思うんですよ。その辺をなぜ、このような人に

委託させるのかお伺いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、３点ございますが、まず、１点目の大柿の浄

化センター以外の施設の建設工事も確かに含んでおります。が、主たるものが大柿の浄

化センターということから、こういう名称になっているものでございまして、ここら辺

はご理解いただきたいと思います。 

 それと確かに額が予算よりも減額となっておりまして、これは大変申し訳ありません

が、積算設計の精度をあげたことからによるものでございます。 

 それと３点目、下水道事業団に委託の理由でございますけども、設計もこの下水道事

業団にお願いしておりまして、この下水道事業団というのは、そういう水処理施設の専

門集団でございます。設計も委託しておりまして、例えば工事に入りまして、設計の設

計思想、こういったものを請負業者から問われることもございますけども、そういった

ときにも迅速に対応できるものと思い、下水道事業団に委託しております。  

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  まず、金額が違う言うんですが、何をこれ見積りしてやっ

たんですか、初めに。どういうふうな見積りでやったんですかね、これぐらい違ういう

たら、相当違いますよ。１億ぐらい違うんじゃないですか。 

 それから暫定前処理施設の工事なんですが、ここは事業団にやらさなくても、ほかの

業者さんできる思う、これ何でタイアップさせたのか。 

 それから、今の下水道事業団に委託料、下水道事業団にあげる委託料、これ幾らぐら
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いになるんでしょうか、お伺いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  この予算をつくったときにも設計中でございました。

その設計の精度を上げる時間差で誤差が生じております。それとあと、前処理施設の方

についても、これも汚水処理でございます。汚水処理については、技術に精通している

下水道事業団が適切だと考えております。それと委託料でございますけども、３億２０

０万の内訳でございますけども、委託するのは工事と工事を執行するための人件費、こ

ういったものも含まれております。３億２００万のうち工事を執行するための人件費、

これが大体事業費の大体５．３％、数字で申し上げますと１，５００万強、これが事務

費となっております。それ以外は工事費でございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山本秀男議員。 

○４番（山本秀男君）  私は３点ほど質問させていただきます。重複するとこがある

かと思うんですが、先ほどの鹿川の浄化センターのし尿をここへ前処理として流入する

ということで、平成２２年度の当初予算に更新整備事業費として設計委託が約５，００

０万計上しておりますが、将来、もうここへ全部持ってくるんなら、更新をもうせんで

もいいんじゃないんかというふうに感じるんですが、この関係はどうでしょうかね。  

 それと、このし尿処理施設の完了が平成２４年の３月だと、そうすると、通水が平成

２４年度から供用するんじゃないんかというふうに感じるんですが、流入計画を数値で、

概算の数値でもいいですから、教えていただきたいと思います。 

 それから２点目に、この協定は、下水道事業団と契約するわけですが、工事の発注は、

下水道事業団から発注されると思います。それで地元建設業者に対する地元対策という

んですか、どのように考えられておるのか、市から発注でしたら、市から指名してやる

んですが、下水道事業団、これは大阪だと思うんですが、大阪の方で一般入札か指名か、

公募かわからんのですが、ここらあたりの考え方、市にお願いするんですか、そこらの

考え方をお尋ねします。 

 それから３点目に放流水質についてお伺いします。生活環境の保全に関する環境基準

では、水域、海域ごとに定められておりますが、この大柿浄化センターの放流先につい

てはどのようになっておるのか、それから設計はどのようにされておるのか、この３点

をお聞きいたします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、前処理施設の更新の方の関係でございますけ

ども、前処理施設というのは、今の鹿川浄化センターは、し尿や浄化槽汚泤が入ってき

ますと、それを貯留して、大きなごみとか、そういうごみを取って、その後また汚水処

理をするという工程になりますけども、そのごみを取るという工程を前処理と呼んで、

この前処理については、今後も鹿川の浄化センターで行いまして、その後、放流水質の

方にも関係するんですけども、下水道へつなぐ場合にも、そのまま流すわけにいきませ

ん。下水道へ流すための基準というのが決められておりまして、その基準を満足するよ

うに集めて、ごみを取って前処理したものを希釈して下水道管へつないで大柿浄化セン
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ターに持っていくという工程になります。ですから、単純な更新ではなくて、そういう

ごみを取るとか、そういった機能は残すという更新でございます。 

 それと２つ目の下水道事業団からの発注の件ですけども、下水道事業団では、一般競

争入札で委託する工事を一括発注する、主たる工事が機械設備なので、機械設備の業種

で一括発注するというふうに聞いております。そうしますと、市内の業者が参入できな

いということになります。しかしながら、工事の中には土木工事もございますので、そ

ういったものにつきましては、下請される場合は、市内の業者を選択、活用していただ

くように、これは文書で下水道事業団に申し入れをしているところでございます。   

 ３つ目は、放流水質でございますけども、放流水質は、先ほどおっしゃいました環境

基準とか、あと下水道法の中での施行令の中にも基準がございまして、いろんな基準の

ある中で、最も厳しいその数値というのを守るように下水道の放流を監視しております。  

 あともう１つ、し尿浄化センターからこちらに送られる量の質問ございましたけども、

今鹿川の浄化センターで処理されているのが大体１日に４０キロリットルを今処理され

てます。これを、またこれから精度を上げて検討するんですけども、今のところ７倍程

度に希釈するということになります。そういう計画でおります。 

 以上で、答えたと思いますが、不足しているでしょうか。以上です。 

○議長（上田 正君）  山本秀男議員。 

○４番（山本秀男君）  まず、地元対策、工事なんですが、一括で発注するというこ

とですが、できれば分離をしていただいて、土木工事だけでも地元が入れるような形を

とっていただいたらというふうに感じるんですが。そこらは再度、またお願いします。  

 それと鹿川の処理水を１日に４０キロリットル入れられるいうんですか、そうすると、

薄めて７倍にするということですが、現在の大柿の処理区の処理状況、水洗化率を考え

てみると、整備人口が２，０５４人で、そのうち水洗化されておる人口が７５３人、水

洗化率が３６％ということで、この１池工事分で７００トンの処理能力を持っておると、

この水洗化率でいえば、この半分で今現状は済んでおると、それで、この前処理分を入

れても、この１池だけでも済むんじゃないんかというふうに感じるんですね。いわゆる

設備投資を早くして、維持管理費がかさむんじゃないんかと、まだ時期が早いんじゃな

いんかというふうに感じるんですが、そこらを再度お願いいたします。 

 それから水質については説明がよく、なかったんですが、どのように、放流水質だけ

でもいいですから、どういう水質で設計されておるのかお聞きいたします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず１点目の分離発注でございますけれども、分離

発注すると、これまでも、いろんな場面で申し上げてまいりましたけども、分離発注す

ればするほど諸経費が増になりまして、全体の事業費が増になる、これは避けていきた

いというのが１点目でございます。それと２点目は、先ほど、定性的に話をさせていた

だきましたけども、もう尐し数字で申し上げますと、今現在、３００トン、日最大で３

００トン程度の稼働をしておりますけれども、それプラス先ほどの希釈水を加えますと、

トータルで、ざっとでございますけども、６００立米ぐらいになりまして、日最大７０

０トンに対して６００立米ということになりますと８割を超えております。８割を超え
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るということになると、機械の負担もかなり大きくなってまいりますので、この時期が

適切だというふうに考えております。 

 それと水質でございますけども、今手元に水質試験成績表の平成２１年１１月分がご

ざいますけれども、これ今現在の管理している基準でございますが、例えば、ＣＯＤで

２０ミリグラム／リッター以下、それから全窒素、窒素について、同じく２０ミリグラ

ム／リッター以下、それと燐については、２．７ミリグラム／リッター以下、今言いま

した、こういった数値については、毎日放流水質を検査して、異常がないかを確認して

いるところでございます。そのほかにつきましても、いろいろ決められた項目ございま

して、月に１回か２回検査して、異常がないかを確認しながら運転を管理しておるとこ

ろでございます。今言ったような基準になるように、し尿、汚泤を希釈しても満足する

ように管理していくよう検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  暫時休憩といたします。 

                           （休憩 １０時２５分） 

                           （再開 １０時２６分） 

 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 山本秀男議員。 

○４番（山本秀男君）  今も休憩中にありましたが、具体的に、わかりやすく言って

いただいても結構ですから、お願いします。 

 それで、最後の質問になるんですが、大柿の浄化センターの水洗化率が低いんですよ。

これに対して、どのように考えられておるのか、広報でお願いするいうだけじゃ、これ

じゃ増設しても、維持費がかさむだけで、歳入の方も尐しは入れていただけるような形

を、水洗して、せっかく整備されるわけですからね、お願いしたいというふうに思いま

す。 

 それから分離発注、工事の発注ですね。これは分離発注して経費が高くなるというこ

とですが、経費は、私は高くならないと思うんですが、できれば、地元へ参入できるよ

うな形をとってほしいと思います。 

 それから最後の水質ですが、要は水質基準があります。環境基本法の１６条で、海域、

水域ごとに定められております。この放流先は広島湾だろうと思うんですが、その環境

基準を守れるような形で下水道事業団と協議をしていただいて設計していただきたいと、

あわせて、管理の方もしていただきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これより議案第３６号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第２  議案第３７号 

 

○議長（上田 正君）  日程第２「議案第３７号 江田島市退職手当審査会設置条例

案について」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略いたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３７号「江田島市退職手当審

査会設置条例案について」でございます。 

 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部改正に伴い、市に退職手当審査会を

設置するための条例を制定する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  江田島市退職手当審査設置条例の制定条文の主な内容に

つきまして説明いたします。 

 議案書５５ページをお開きください。 

 まず、第１条、設置理由についてですが、広島県市町総合事務組合退職手当支給条例

第１８条第１項の規定に基づきまして設置するものでございます。第２条、所掌事務に

つきましては、同退職手当支給条例の規定によりまして、その権限に属された事項を処

理するもので、詳細につきましては、後ほどまた説明させていただきます。第３条、組

織ですが、委員は３人で組織し、必要があるときは臨時委員を置くことができるとなっ

ております。第４条、委員等の任命は、学識経験のある者のうちから市長が任命いたし

ます。第５条、委員の任期等につきましては、委員の任期は２年、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間といたします。なお、委員及び臨時委員は非常勤となっております。

第６条、会長は、委員の互選により選出し、会務を総理いたします。第７条、議事につ

きましては、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することが

できません。 

 次の５６ページをお開きください。議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のとき

は会長が決します。第８条、庶務につきましては、総務部総務課で処理いたします。第

９条、この条例に定めるもののほか議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が審査会に諮って決めることといたしております。 
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 附則としまして、この条例は、平成２２年７月１日から施行するとしております。 

 以上、条例内容について説明させていただきましたが、次の５７ページに添付いたし

ております参考資料をごらんください。上側が現行、下側が改正後の流れ図になってお

ります。まず、上側の現行では、在職中に職員が非違行為、法の背く行為を起こした場

合、市長が処分を決定し、懲戒免職となれば、その旨を総合事務組合、今総合事務組合

になっておるんですが、昔は退職手当組合、に通知し、退職手当支給条例により退職金

は出ない、不支給となります。一方、職員が退職後に、その者が在職中、法に背く行為

をしていたことが発覚しても、退職金を返納させることはこれまでできませんでした。

ただし、下の※のところにありますように、退職後は、禁固以上の刑が確定すれば不支

給、または返納とありますように、禁固以上の刑であれば、現行でも返納させることが

できることになっております。 

 次に下の改正後の流れ図に移らさせていただきますが、このたびの主な改正点は、退

職後において、禁固以上の刑でなくても、退職手当審査会に諮問し、懲戒免職相当の処

分となれば退職金を返納させることができるようになることがまず１つです。また、流

れ図では示されておりませんが、職員が在職中に法を犯すような行為を行いまして、懲

戒免職処分を受ける前に本人が死亡した場合、遺族に退職金が支払われ、返納させるこ

とがこれまではできませんでしたが、この場合も退職手当審査会に諮問し、懲戒免職相

当の処分となれば、返納させることができるようになります。本市において、３年前に

公金不正流用をいたしまして、本人が死亡し、遺族に退職金を支払った事例がありまし

たが、このような場合にも、先ほどの退職後のケースと同様に、退職手当審査会に諮問

し、返納請求、あるいは支給差止ができるようになります。今年の７月１日以降の改正

後からは。以上のように、退職手当審査会に諮問するケースは、まず、退職後の退職金

の返還、退職中に死亡し、遺族に支給した退職金の返還の２つのケースだけが想定され

ます。なお、禁固以上の刑、懲戒免職処分の場合は、審査会の諮問は不要となります。  

 以上で、議案第３７号の説明を終わらさせていただきます。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  ２点ほど、この改正によってできるようになったわけです。

退職後の返納と、亡くなっても、遺族に返納ができるいうことなんですが、この委員で

すがね、委員３人組織するということですが、弁護士やら大学教授、国・県の人事の担

当の人だと聞いておるんですが、その下に、特別の事項を調査、審議させるために必要

があるときは臨時委員を置くとなっております。この臨時委員のどのようなことするの

か、詳しく説明してください。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  臨時委員につきましては、それぞれ、いろいろ非違行為

につきましての案件の内容によって、それぞれ事情を聞いたり、関係者の方に事情を聞

いたりするいうこともございます。そういった部分のことを臨時委員さん、関係ある方
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に臨時委員さんになっていただいて、そこらの部分の説明等をしていただいて、その審

議会の委員さんが、そこらで判断していただくようなシステムになっております。  

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  そうすると、その上の委員の３人は調査をしないんですか、

全然。ただ、審議するだけ。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  委員さんも調査、審査します。それを補完するために、

さらにもっと詳しく事情を聞かなくてはならないような状況も出てきますので、そうい

った状況が把握できるような臨時委員さんを新たに任命して、そこらのとこで、総合的

に詳しく審査していくような形になります。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  ちょっとわからないところがあるので教えてください。今こ

ちら、退職後は、禁固以上の刑が確定すればという、確定ということがあるんですが、

これ例えば裁判で１審、２審、最後に最高裁までいった場合に、長期に刑確定するまで

時間かかる場合はどのように対応するのかなというのをちょっと疑問に思ったんで、そ

こら辺のところを教えてください。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  ７月以降につきましては、一応支給保留というような形

にしておりまして、その確定によって支払うか支払わないかということの判断になって

くると思います。 

○議長（上田 正君）  胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  今の保留ということは、例えば、刑確定するまでに、例えば

５年間かかった場合は、５年間保留という理解でよろしいですね。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  はい、そのように解釈していただければ。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３７号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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日程第３  議案第３８号 

 

○議長（上田 正君）  日程第３「議案第３８号 江田島市副市長の定数を定める条

例の一部を改正する条例案について」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略いたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３８号「江田島市副市長の定

数を定める条例の一部を改正する条例案について」でございますけども、この件につき

ましては、さきの議会で大石議員さんより、条例改正を早くすべきじゃないかというご

指摘がありました。全くそのとおりで、尐し遅れたんですけれども、今回提案させてい

ただくことになりました。地方分権改革が進展する状況下において、市の行財政事情に

あわせて、副市長の人数については柔軟に対応するために現行条例の一部を改正する必

要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める

ものでございます。 

 内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  改正内容につきまして、議案書６０ページの江田島市副

市長の定数を定める条例の一部を改正する条例案の新旧対照表で説明させていただきま

す。 

 副市長の定数につきまして、現行「２人」とするのを「２人以内とする」に改正する

ものでございます。 

 ５９ページに戻っていただきまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施

行することといたしております。 

 以上で、議案第３８号の説明を終わらさせていただきます。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  実は、先ほど市長さんも言われましたように、３月の定例会

で、私が質問したのは、２人体制というのを１人体制にしたらどうかということで、市

長さんの答弁には、６月定例会までに一部の改正をするというふうになってたので、私

でみれば、１人に改正されるんじゃないかと思ってたんですが、ここを見ると、２人以

内ということになっておるんですが、これはどういう理由で、２人以内にしとるんです

か。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  提案理由の中にも書いておりますけれども、非常に今行財政

改革とかさまざまな取り組みがされておりますので、１人ということに絞りますと、も

う１人しかできないということで、いろんなことに対応できるために、柔軟に対応でき
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るために、場合によっては２人にするということを含めた改正案でございまして、１人

にするということではありませんので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  今江田島市の財政も非常に逼迫しておるんで、２人体制とい

うことであれば、将来２人にできるということなんで、そういうことでなくて、１人で

十分じゃないかと思うんですが、どんなときに２人にすると考えておられるんですか。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  どんなときに２人にするかということではなしに、やはり仕

事の量とか、仕事の内容とかによります。今の副市長の例えば給与のことなんかもそう

ですけど、副市長いうと、相当たくさん給料もろうとるかのように思うかもわかりませ

んけども、そんなにたくさんじゃ実はないわけなんです。私は１人より２人特別職の副

市長がおって、仕事をどんどんどんどんこなしてくれた方が、全体的に言いますと、江

田島市のためにはその方が利益になるじゃないかというように実は今思っております。

ただ、江田島市の中でも、例えば交通局を担当する、今は全部副市長が実は担当するよ

うになっております。副市長はもともと教育者ですから、そういう事業環境のことは、

不得意じゃないというと、ここで隣で怒られるかもわかりませんけど、やはりそれぞれ、

これまでの経歴とかいろんなものがあって、場合によったら、例えば２人にして、そう

いう特別な部門か何かを担当してもらうということで、ここに案の中に上程したとおり、

非常に柔軟に対応できるような体制だけはしとかんと、１人でいうことに絞りますと、

例えば今度は企業関係の事業関係のことに精通した副市長が誕生したときには事務的な

ことがおろそかになる、事務的なことに精通した人は今度は例えばさっきの下水とか、

そういう事業関係のことがおろそかになるとかいうようなことがありますので、条例で

は２人にしていただいとって、いつでもそういったことに対応ができるように、現在も

交通船問題なんかは非常に大きな課題ですので、本当はこの議会に、そういう事業関係

のことに精通した副市長でも選任したいという気持ちはありましたけれども、条例が設

置されてから、尐し考えたいというように思っておりますので、２人にするということ

は、大体そういった中身でございます。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  今市長が言われたように、職務の関係で２人にされるという

ことですが、今市長が説明あったように、企業局であれば、そのために企業局長がおら

れるし、今の下水道とかいうことになれば、そのために各部署に部長がおられるんで、

そういう方と分担しながらやられたらどうなんですか。それを全部副市長に持っていこ

うと思うから無理なんで、各部署にそれぞれ配置しておるんだから、その部署の職員の

方が何にもできないんであれば、副市長がやらなきゃいけないですが、そのために各部

署に置いとるじゃないんですか。 

○議長（上田 正君）  田中市長。 

○市長（田中達美君）  組織ですからね、これは市長、副市長は特別職なんですよ。

みんな、それぞれもう明日はないという覚悟で、実は特別職の者は仕事に実は当たって

おるわけです。ところが、私は職員はちゃんと定年まできちっと働かせてあげたいとい
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う気持ちがあります。また、組織の中で、公務員として育った方はどうしても、例えば、

こういった議会でも、自分が思っておることは全部よう発言しないと、もう私は立場上、

議員さんが言われても、正直に反論したりしますよ。ところが、やはり例えば交通船の

こと、今宮局長が全部の自分が思っておること言えるかというたら、実際にはそんなこ

とはないでしょ、大石議員さんも長らく議員されておるんで、職員がどれだけ遠慮しな

がら発言をしとるかということはわかっておられると思います。ですから、おのずと特

別職と公務員との職の間の発言、発言量とか、言うこととか、言わないことというのは

尐しやはり若干差が出てくるわけです。そのために十分発言をできる、議会などで十分

説明できるように、そうして部長がおって、副市長がおって、市長がおって、最後には

すべて私の責任に帰します。ですから、そういう形で、副市長を、場合によったら２人

にするということで、決して企業局長が能力がないとか、課長が室元課長が能力がない

とか、そういうことじゃないんですよ、そこらのあたりは誤解をしないでいただきたい。

より仕事をやりやすいために、場合によったら、副市長を置くということでございます。  

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３８号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第４  議案第３９号 

 

○議長（上田 正君）  日程第４「議案第３９号 江田島市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例案について」を議題といた

します。 

 この際、議案の朗読は省略をいたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第３９号「江田島市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例案について」

でございます。 

 育児休業・介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び地

方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、現行条例の一部を改正する必要があ
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りますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  議案第３９号「江田島市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」説明いたします。  

 ６２ページから６４ページに改正条文を、６５ページから６９ページに新旧対照表を、

７０、７１ページに参考資料として、条文改正案の骨子を示しております。  

 ７０ページの参考資料によりご説明いたしたいと思います。 

 今回の改正の理由につきましては、育児介護法及び育児休業法の改正がこの６月３０

日に施行されることに伴いまして、今年３月の議会で、江田島市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例などの４条例を改正しました。そのうち、江田島市職員の勤務時間，休

暇等に関する条例等の一部を改正する条例のうち、育児休業・介護休業に関係する条例

について、この３月の議会以降に改正がありましたので、その内容を整理するものでご

ざいます。 

 今回の改正の柱は、これまで夫婦の一方が子どもを日常的に養育できる状態にありま

したら、夫婦の一方の方が一応その子どもさんを見れることができましたら、一方の親

は、育児休業等を取得できませんでした、これまで。しかし、改正によりまして、夫婦

がともに協力して子育てするための環境を整えるための制約がさらに緩和されまして、

夫婦が同時に育児休業等を取得できるようになったものでございます。改正内容の主な

ものにつきましては、まず、中段の中ほどにあります第１条関係、江田島市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の⑴の部分ですね、９条関係。９条関係の第２項関係につき

ましては、３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、

当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時

間外勤務をさせてはならないことを新規に規定しております。災害等以外でしたら、時

間外勤務については配慮をするようにということに改正されております。イとしまして、

第３項関係は、職員の配偶者の就業等の状況にかかわりなく、職員は育児のための時間

外勤務の制限の請求をすることができることとする改正でございます。こちらの部分は

育児休業とはかわってくるんですが、小学校に上がるまでの子どもさんを養育している

親につきましては、月が２４時間、年間１５０時間以上の場合につきましては、時間外

勤務については配慮するようにということの規定でございます。第４項関係につきまし

ては、要介護のある職員が介護する場合の時間外勤務の制限について、条文の引用規定

を整理しております。これは前段の部分の者を介護する等の場合に適用したものでござ

います、同じようにですね。次に、第４条関係、江田島市職員の育児休業等に関する条

例につきましては、まず、第２条関係は、職員の配偶者の就業の有無や、育児休業の取

得の有無等の状況にかかわりなく、職員は育児休業をすることができることとする改正

並びに非常勤職員、臨時職員に任用される職員に関する規定の整理をしております。第

２条の２の関係ですが、既に育児休業を取得した職員のうち、子の出生の日から５７日

までにした最初の育児休業を除き、原則として、再度の育児休業は取得できないという
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ことになっております。次に第３条関係は、アの第１号関係につきましては、条ずれの

整理でございます。イ、第４号関係は、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかか

わりなく、職員が育児休業等計画を提出して、最初の育児休業した後三月以上経過した

場合に再度の育児休業をすることができることと改正されております。第５号関係は、

子の出生の日から５７日までに最初の育児休業した職員は、特別の事情がない場合であ

っても再度の育児休業ができるよう改正されたものについての字句の整理をしておりま

す。第５条関係につきましては、職員以外の子の親が常態として、その子を養育するこ

とができることになった場合でも、育児休業の取消事由には当たらないとする改正でご

ざいます。第８条関係につきましては、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の

有無等の状況にかかわりなく、職員は、育児短時間勤務をすることができることとする

改正並びに非常勤、臨時に任用される職員に関する規定の整理をしております。次に９

条関係につきましては、第１号及び第４号関係につきましては、条ずれの整理でござい

ます。第５号関係につきましては、夫婦が交互に育児休業等をしたかどうかにかかわり

なく、職員が育児休業等計画書を提出して、最初の育児短時間勤務をした後の三月以上

経過した場合に、前回の育児短時間勤務の終了から１年以内でありましても、育児短時

間勤務をすることができると改正されております。１２条関係につきましては、職員が

育児短時間勤務により子を養育している時間に、職員以外の子の親がその子を養育する

ことができることになった場合でも、育児短時間勤務の取得、取消事由には当たらない

こととする改正でございます。１６条関係につきましては、職員の配偶者の就業の有無

や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職員は部分休業をすることができる

とする改正と、非常勤職員に関する規定の整理をいたしております。 

 附則として、公布の日から施行するものとしております。 

 説明が長くなりましたが、以上で、議案第３９号の説明を終わらさせていただきます。  

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  結構な改正なんですが、これほど改正せなきゃならない理

由として、今まで、こうした育児休業や介護休業等の職員がどれほどおられたんですか。 

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  今のところ、育児休業取得しておる職員はございません。

育児短時間勤務につきましては１名いらっしゃいます。部分休業につきましては３名、

今活用しております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  約４５０人職員がおる中で、二、三人ということは、非常

にその利用する数が尐ないということは、私は休んじゃいけんという概念が職員さんに

しみついておるんではなかろうか。そうしたもの、概念を取り省くようなことをしない

と、せっかくのものが、せっかく子どもをたくさん育てていただけるという法があって
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も、何の効力を発揮しないというものがありますので、そうした概念を尐しでも早くの

けていただくように、取り組みをしていただきたいと思います。以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３９号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第５  議案第４０号 

 

○議長（上田 正君）  日程第５「議案第４０号 地方港湾大柿港の港湾管理者とな

ることについて」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略をいたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４０号「地方港湾大柿港の港

湾管理者となることについて」でございます。 

 本市が単独で、地方港湾大柿港の港湾管理者となることにつきまして、港湾法第３３

条第２項において、準用する同法第４条第３項の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第４０号について説明いたします。 

 本案は、現在広島県が管理しております大柿港について、権限移譲により江田島市が

単独で港湾管理者となろうとするものでございます。 

 大柿港の位置図を次ページに添付しております。斜線部が管理を行おうとする港湾区

域でございますが、より詳細の地図を次ページ７４ページに添付しております。  

 ７４ページでございますが、図面左側が北側となりますが、北側は、柿浦の鳶ケ鼻か

ら引島を経て、コンビニエンスストアの背後の久保田護岸までの１点鎖線で囲まれた海

面区域が予定港湾区域でございます。主な施設は、朱色で着色しております大君の防波

堤や大君小学校前の物揚場などで構成される平成９年に完成した７割が主な施設でござ

います。 
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 再度７２ページに戻っていただきまして、表の右の欄の他の関係地方公共団体が意見

を申し出る期間についてでございますが、港湾管理者になろうとする場合、港湾法にお

きまして、他の関係地方公共団体が意見を申し出る期間を公告し、申し出るべき期間を

最低１カ月と規定されております。このたびの予定港湾区域は、江田島市の行政区域内

でありまして、また、県とのこれまでの協議経緯を踏まえますと、意見申し出の期間を

長期とする要因はございませんので、最低の１カ月として提案するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  この港湾管理者になる位置図で見ますと、早瀬の橋から、あ

そこのセブンイレブンのとこまでで、昨日も私が申しましたように、高潮対策でここは

非常に危険なところでございます。そういうところを今後管理しながら工事するのは、

委託を受けた場合、市がやるんですか、県がやるんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  この図面の１点鎖線に囲まれた区域については、護

岸についても、移譲を受けますと江田島市が管理し、工事も市が行っていくことになり

ます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  これは今後、委託を受けて市がやるんであれば、委託を受け

る前にそういうところを調査して、今の県の間に工事を完了しておかないと市の負担が

大きくなってくるんじゃないかと思います。あの柿浦港の場合も、先日視察させていた

だいたときに、水路が勾配が反対になって水が流れておらんという状況がありましたけ

ど、それについても、やはり県が持っとる間にやって工事を済ましておかないと、市の

負担が大きくなってくるんで、そこらあたりを、いつから委託をされるようになるんか、

それまでに済ませていただきたいと思います。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、委託ではございません、今度権限移譲でござ

います。それと権限移譲に向けて、まずは、江田島市の方から、こういった施設が老朽

化しているので、ここを直してもらいたいという要望はしまして、それについても、今

年度中に直していただくこととなっています。といいますのが、今図面の中にも修繕箇

所について完成したという写真も添付しているところでございます。それと５月の頭に

見ていただいたときに、水路が蓋がないとかいうことがございました。これについても

申し入れをしまして、近いうちに施工していただくということに聞いております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  片平議員。 

○６番（片平 司君）  権限移譲ですよね。今後、これは大柿港なんですが、各江田
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島市内には各港湾があるんですが、順次されてくると思うんですけど、権限移譲された

場合に、例えば風水害になった場合は、全額市が見るようになるんじゃないかと思うん

ですけど、その辺はどうなんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  江田島市内に小用港とか、ほかにも港湾ございます

けれども、権限移譲と対象になっておりますのは、地域に利用が限定されている港湾が

対象になっておりまして、江田島市内では、今のところ大柿港だけでございます。  

 それと風水害の件でございますけども、ひとたび異常天然現象で施設が被害を受けた

場合、これは公共土木施設災害復旧事業という国庫補助がございます。この補助事業は、

通常の道路改良とかいう事業に比べて高率の補助でございます。ただ、全くゼロの負担

ということではございませんが、補助事業はございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  片平議員。 

○６番（片平 司君）  私心配するのは、そういうふうな費用の面と、もう１つは、

全員協でも言ったと思うんですが、今までは県の委託だったと思うんですよね。それを

市が管理せないけん。聞くところによると、人も金も下りてこんと、今の現状の中でや

るんじゃと、やれるんですかというたら、やりますというふうに言われる。やれますい

うても、現実には人手がおらんかったらやれんと思うんじゃけど、その辺はどうなんで

すかね。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  おっしゃるとおり、これまでは委託でございました

けども、これからは管理者となって管理していかなくてはいけません。ただし、申し上

げましたように、事務委託を受けておりましたので、権限移譲で大きな事務が新たに発

生するというふうには思っておりません。といいますのも、一昨年、東広島市が安芸津

港を権限移譲で受けておりますけれども、東広島にもまいりまして、事務の増はどうか

というところをヒアリングしましたけれども、大きな事務の増はないというふうに聞い

ております。それと、全くお金もついてこないというご指摘なんですけれども、全員協

でお示しした資料の中にもございますが、管理者が変わることによって、地方交付税が

入ってまいりますということと、あと権限移譲後３年間は移管支援交付金が県から交付

されることとなっております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  片平議員。 

○６番（片平 司君）  国が、国から地方へ、国から県、県から市、町へいう流れの

中でこれもなったと思うんですが、権限だけ大体はなっとるんですよ、あなたも知っと

って言よるんじゃろう思う、つらい気持ちだろう思うんだけど。やれるならやれるんで

すね、そしたら。何かあったとき、いや、これはだめだったということはないんですね、

それじゃ。以上です。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  やれるのかどうか、そういったところにつきまして
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も、こういったやり取りを県ともやっておりまして、大きな大規模な災害起きた場合に、

全く県から支援が受けられないということではなくて、県も上級官庁として支援をして

いくという言葉ももらっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  先ほど部長が説明したとおり、この江田島市には港湾かなり

ありますよね。なぜ、柿浦港湾だけが権限移譲されたのか、その辺をちょっと説明して

ください。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  大柿港でございますね。小用港とか中田港、こうい

った港については、広島とか、それと呉とか、小用港もそうですけども、広域に人が移

動するという、広域的なというところに着目して、広域的行政はやはり県が担うべきだ

ろうと、なおかつ鹿川港につきましては、海外からの貨物、石油ですけども、そういっ

たものも入ってきている、そういう危険物の管理という観点から、それは広域的な役割

として県が担うべきだろうというようなところから、一方で、大柿港については航路も

なくなりまして、利用が地域、江田島市に限定されているので、これが対象となりまし

た。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  この権限移譲に際して、去年ぐらいから、各港湾のちょこち

ょこ、１メーターか、縦１メートル、横２メートルか５メートルぐらいを部分的に護岸

工事を修繕して大君までいってますよね。でも、この県の維持管理課がまだ大柿に存在

しておる最後の年に、維持管理の課長とわしが会いまして、柿浦港のあの桟橋と漁業組

合の間に長い築港がありますよね。これがおおよそ５０年、耐過年数が来ておるという

ことで、私は写真を撮って、これを何とか直してもらえんじゃろうか、つくり変えても

らえんじゃろうかと、台風なんか来たら大変じゃからということで、現状視察させとる

んですよ。でも、この鳶ケ鼻から大君の紡績のところまでは権限移譲されて市がします。

こっちは鳶ケ鼻から秀ケ鼻までは何にもされておらんということは、まだ、そういう防

波堤なんかの大きな事故が起きたり、災害が発生した場合は、県ないし国が維持管理を

続けてくれるということですか。その辺はどうなるんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  位置がちょっとよくわからないところもございます

けれども、この１点鎖線の区域については、広島港湾振興事務所がコンサルにも委託発

注しまして、健全度を評価して、修繕しなくちゃならないところを抽出して、その箇所

について今年度中に修繕をしていただくということになっております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  私が質問したことと、あなたが。わしはこの権限移譲外の今

話なんじゃけども、した。今後、その権限移譲外の江田島市の、権限移譲された枞内の
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以外でそういうことが発生した場合は、県の維持管理が責任をもってやってくれるのか

ということを質問しておるんですよ。というのが、さっき説明したように、築港が５０

年過ぎておるから、これはもう耐過年数過ぎとるんだから、万が一があったときとか、

万が一が生じる前に国なり県なりは速やかに対応してくれるために、これを権限移譲の

枞をここからずらしてしとるんかなということですよ。その点をお願いしたい。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  特にその区域を限定して、その責任を明確にするが

ためにというのが権限移譲ではございません。この１点鎖線区域以外は、まだ依然とし

て県が管理する区域でございますので、県が管理してまいります。先ほど言いました健

全度の調査ですけども、この健全度の調査についても、まだまだたくさん調査しなくち

ゃいけないところがあるけれども、来年４月までにということで前倒しして、費用をか

けて調査をしてもらって修繕をしてもらっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 扇谷議員。 

○１７番（扇谷照義君）  今、この朱塗りしとるところなんですが、大君の公園のと

ころからすべりができとるんですよね。皆さんご存じだと思うんですが、あのすべりが

活用されてないんですが、あれで出来上がっとるのか、今後あれをどういうふうに活用

するのか、どうも私、毎日見るんですが、できとるわりには使用量が尐ないし、用途が

はっきりしてないと思うんですが、これから管理を市がするということになれば、そこ

らの使用の方法とか、あるいはどういうふうに使われるのか、ちょっとお聞きしたいで

すが、お願いいたします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  申し訳ありません。ただいま、今現在、そのすべり

をどう活用していくかというのは、今、案として持っておりませんけども、我々こうい

うふうに管理者になったからには、今ある施設を、きれい事を言うようですけども、い

かに活用していくかというのを真剣に考えていく必要があると思っております。  

 以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４０号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第６  議案第４１号 

 

○議長（上田 正君）  日程第６「議案第４１号 公有水面埋立てに関する意見につ

いて」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略いたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４１号「公有水面埋立てに関

する意見について」でございます。 

 公有水面埋立法第３条第１項の規定により、広島県知事から、県道用地及び護岸用地

に供するための公有水面埋立ての出願に関する諮問がありまして、本市としては、この

出願に係る意見について異議のない旨を答申したいので、同条第４項の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第４１号の説明いたします。 

 本案は、江田島市が県からの事務移譲により道路改良を進めております県道深江柿浦

線に係る埋立てについて、埋立て許可権者であります県知事から、地元自治体の江田島

市長に意見照会があり、異議ない旨回答したいというものでございます。 

 次ページの参考資料をごらんください。 

 埋立て申請箇所は、深江漁港区域内の海面で、図面で黒く着色しております埋立て①、

②、合計で５１３．４平方メートルを埋立てするものでございます。埋立て目的は、前

後が既に埋立てにより歩道付きの２車線道路となっているものの、当該箇所は歩道がな

い１車線道路でございますので、埋立てにより道路拡幅を行い、一連の区間の安全で円

滑な道路交通を確保するものでございます。 

 なお、この埋立て工事による周辺海域には希尐生物は確認されておらず、民家や海域

環境への影響調査を行った結果、大きな影響なしと評価されております。以上により、

埋立てに対して異議なしと提案しております。 

 次ページには、県知事からの諮問書を参考添付させていただいております。  

 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４１号を、起立により採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第４２号・日程第８ 議案第４３号 

 

○議長（上田 正君）  日程第７「議案第４２号 市道の路線廃止について」及び日

程第８「議案第４３号 市道の路線認定について」の２議案を一括議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略をいたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４２号、議案第４３号につき

まして、提案理由の説明をいたします。 

 最初に、議案第４２号「市道の路線廃止について」でございます。 

 既存市道路線の見直し及び整理を実施するため、本市の現行の市道１，０５２路線を

一たん廃止する必要がありますので、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 続いて議案書１７７ページ、議案第４３号「市道の路線認定について」でございます。  

 本市として統一した新基準で、再編成した市道９５２路線を認定したいので、道路法

第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案第４２号、第４３号の説明につきまして、１７

５ページで説明させていただきます。 

 現在の市道は、合併前の旧町道をそのまま市道として引き継いでおりますが、１の２

つ目の丸にございますように、道路幅等がさまざまで、市道としての水準が統一されて

いない状態でございます。このため、２の再編成の進め方にありますように、一たん全

市道１，０５２路線を廃止し、改めて市道とすべき基準を作成しまして再編を検討しま

したところ、９５２路線が候補となったため、これを市道認定することとし、議案４２

号で、全路線１，０５２路線の廃止、議案第４３号で９５２路線の認定を提案するもの

でございます。 

 なお、市道認定基準は、不特定多数の人と車が通れる道を基本とする考え方で、道路

幅員や接続する道路等の要件を設定しております。また、路線名称につきましては、起

終点の地区字名を使用し、字名でカバーできない場合、通し番号で整理することとして
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おります。それから議案では再編による廃止となる路線、逆に新規認定される路線がわ

かりにくいことから、昨日、別添配付しました市道廃止・認定についての参考資料を提

出させていただきました。 

 １ページ、２ページ目が再編により完全廃止となる路線、これが２４９路線ございま

す。新規路線については、３ページにありますとおり８３路線でございます。ただし、

１つの旧路線で、一部廃止区間のあるものや、１つの路線の枝線を新たに新規路線とし

たものもございまして、これらは表に反映しておりません。そのため、路線数の数がそ

のまま合致しないことにはご注意ください。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 片平議員。 

○６番（片平 司君）  これ、この前の全員協で唐突に出て、唐突に今回も議案出と

るんですが、要は、この前の説明でも、１メートル未満、とりあえず１．８メートル以

上は市道に認定すると、１．８メートルに満たないとこは、いわゆる里道ということに

なるみたいなんですが、地域の人もまだ知ってないわけなんよ、ここが里道になって、

将来は、そこの住んどる人が面倒見ないけんのんですよということがね。やっぱりそう

いう点は、その該当する地域の人の説明が必要ではないかと思うんですよ。それともう

１つは、１．８メートル以下の道路でも下水道が入っとったり、水道管が入っとったり

するわけなんですよ。そういうところを将来的に、その地域の人が見ないけんのか、い

ろいろあると思うんですがね、その辺を、まず、地域の人に説明をするんか、それで、

例えば１．８メートルに満たないとこは、今土地を出してくれたら、１．８メートル以

上にして、将来は市が管理しますよというふうなことをするんかどうかを説明をしてく

ださい。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、周知につきましては、議決いただきましたら

ば、公示という手続がございまして、掲示板に公示するということと、あと図面を本庁、

それから支所に、全員協で説明したときの資料よりもより詳細の図面を配置して縦覧す

ることとしております。それと、このたびの再編で、大きく影響するのが沖美町でござ

いますので、沖美町には協議の場を持つように考えております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  片平議員。 

○６番（片平 司君）  いや、沖美町だけじゃないと思うんですよ。私これ見ると、

各地かなりあるんですが、例えば１．８メートル以下のとこを家がなくて畑なんかだっ

た場合に、あと１メートル出してくれりゃ、市が拡幅して道路工事やりますとかいうふ

うなことは考えてます。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  回答が漏れておりまして申し訳ありません。このた
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びの再編というのは、まずは、現在ある市道をまずは新しい基準で見直そうと、これが

最大の目的でございます。ですから、今後地元の協力を得られて市道にしていくと。土

地を寄付していただくなり、そういったことについては、もちろんそれは前向きに協力

いただけるものについては、それは考えていくべきだと思いますので、それは別途ご相

談いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  これ、いろんに字名まで書いてあるんですが、これは部長さ

んならわかると思うんですが、我々は、これがどこの道か、どこになるんかということ

がはっきりわからないんですが、これ役所の方へ行けば図示してもらえるんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  正直私もこの路線名だけではわかりません。これも

いろいろ工夫を重ねて、先日の全員協では、全員協でもわかりやすくということでお示

ししたところですけれども、それも限界があると思っています。先ほど言いました本庁、

支所で縦覧する図面というのは、先日の資料よりもさらに詳細の、大きさでいえば、１

～２メートル角の図面でわかるようにして、それを縦覧に供するというふうに考えてま

す。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  縦覧というのは、どの程度までしてもらえるんですか。我々

とすれば、住民に対して、ここは今度市道と認められたからという説明をしてあげなき

ゃいけないと思うんですが、それをするには、やはり資料がないと住民に対して説明で

きないし、また市道になったときの今後の維持管理はどこがどういうふうに持つんかと

いうことも説明する必要があると思うんですけど、そこらあたりはどのように考えてい

るんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  それにつきましても、私どもいろいろ四苦八苦して、

どういう図面をつくっていくかというのをいろいろ検討はしていたんですけれども、や

はりその当該箇所の道路が認識できるようにするためには、先ほど言いました大きな図

面でないとわからないというふうに思っておりまして、縦覧は、公示上の縦覧は２週間

を縦覧するというふうになっておりますけれども、もちろん、例えば建設課に来ていた

ければ、それは縦覧、いつでも見れる状態にはできますので、そのあたりでご理解いた

だければと思います。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  今の部長の説明ではよくわからんのですが、どの程度までや

ってもらえるのか、住民にやはりある程度のものは、ここは市道に認められたと、ここ

は廃止になるということをはっきり言ったげないと、今後いろんな問題が起きてくると

思うので、そこらあたり、どこまで考えておられるのか。 
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○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  すべての自治会に事細かくというのは大変難しいと

思いますので、例えば会長、副会長、トータル８人ぐらいですね。ご足労いただいて、

そうした場で、各４町単位で図面を配布する、その程度なら可能だと思いますので、そ

ういったことを検討してまいります。以上でよろしいですか。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  我々とすれば、市道に認められたところは、ここは市道にな

ったから、今後用地代とか、そういうものは市が見てくれると、里道であれば、地元の

３割負担でやるとか、いろんな規定があると思うんです。そこらあたりもゆっくり住民

に説明してあげないと、今後いろんな問題が起きたときに、我々としても住民からたず

ねられたら困るんで、そこらあたりは十分説明できるような資料をつくっていただきた

いんですが、できますか。 

○議長（上田 正君）  ４回目なんで、ちょっと要望だけでいいですか。 

 幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  法定外公共物の３割負担、こういった制度について

も周知が必要だと思いますので、そういう市道認定、このたびの市道認定について、先

ほど言いました、会長さん、副会長さんなりに集まっていただいたときにも、市道認定

とあわせて、そういう法定外公共物の負担についても資料を提供して、理解していただ

くように努めていきたいと思います。 

○議長（上田 正君）  山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  どうしても、よう納得できんのよ。せっかくこれだけ分厚

い物をわずか２枚に集約されて、作業されたいうことは非常に努力されたという評価は

できますが、今皆さんが説明しよる中で、これを認めてくれたら柔軟に対応しますと言

われよるわけなんだけど、これ認めてしまって、柔軟にいうたって、対応しきれん思う

んですよ。なぜ、わずか廃止の区間が２５０カ所、ぼーんとやってきたら、３０カ所ぐ

らい説明したら十分住民の方に納得ができる、柔軟な対応ができるという問題を何でこ

こまで難しゅうするんかな。これ認めてくれいうて言われても、皆さん言われよるよう

に、地元にどのように説明するのか、そして、地元の方の要望があったら、係の方が行

って、柔軟な説明、今の里道になったら、３分の１の補助でやりますよとか、例えば逆

に、柔軟に対応ができるんであれば、土地を出してくれるんなら、うちがやって、市道

に返してあげますよという、そういう柔軟なことができるのか、どんとなんですか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  まず、確かに住民サービスが低下するというところ

に皆さん着目されて話をされているんですけども、我々今回、この市道認定、再編に至

ったのは、まずは、市が管理すべき道路、もちろん里道も管理はするんですけども、市

道というのは、一般車両が通る、里道に比べてサービス水準の高いものでないといけな

い、そういう道路をまず明らかにして、そういう道路を１００％でございませんけども、

パトロールして管理していきたいという思いがあって、今回、この再編しているところ

でございます。そういった趣旨を理解していただきながら、まずは市道認定再編して、
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その後にまた追加の認定、そういったところに取り組んでいくという、段階的な取り組

みだというふうに理解していただければと思います。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  それはよくわかるんですよ。ですから、これしたときに、

地元で今のような説明をしてあげたんですかいうて聞きよるわけ。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  ですから、まずは議会の議決を得て、先ほど申し上

げましたように、影響の大きい沖美町については協議をするように協議の場を持つよう

にしております。なおかつ、本所、支所には詳しい図面を置いて、どこが廃止、どこが

新設になったのかをわかっていただくような資料を準備する。さらに、先ほども、より

周知させるためには何か必要だということで、会長さん、副会長さんとか、主だった主

要な方に集まっていただいて、私が今まで話していたことを説明させていただくという

ことで取り組んでいきたいと思ってます。 

○議長（上田 正君）  山本一也議員。 

○１５番（山本一也君）  苦しい答弁であれなんですがね、再々言うようですが、こ

うしたところ、地元に先に説明していただければ、私らが地元で十分な説明ができるん

ですよ。それを、これを認めてくれたら、あとやりますんじゃったら、なかなか難しい

仕事になりますよということを進言しとって終わります。 

○議長（上田 正君）  山本秀男議員。 

○４番（山本秀男君）  沖美町へ説明されるということですが、この廃止によって、

サービスの低下を受ける戸数いうんですかね、町別にわかれば、ちょっと教えていただ

いたらと思うんですが。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  どこまでの方が利用されているのかまではわからな

いんですけれども、図面上、その廃止する路線に隣接する戸数について、私どもで算定

しましたところ、江田島町、能美町あたりが大体２０戸程度、大柿町が６０戸程度、沖

美町が５９０戸程度となっております。これは、あくまでも地理上の話でございます。  

 以上です。 

○議長（上田 正君）  胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  今いろいろ諸議員の方々からも質問等々あったところなんで

すけれども、私が１つ確認したいことなんですけども、今回市道であったものが里道に

なる、里道であったものが市道になるということですよね。それで先ほどは大柿港の権

限移譲のところでもいろいろ議論があったところなんですけれども、今回、市道から里

道になった場合に、そこら辺の何か、道がちょっとずげたとか、崩れたとかいうところ

であれば、住民の３割負担というのが法定外公共物の住民負担ということになるかと思

うんです。今回恐らく市の当局の方はいろいろ巡回して道を見られたと思うんですが、

市道から里道になるところの道ですね、こちらの方を完全に、どういうんですかね、安

全性確保できたかどうかというところも先に確認をとって、いきなり市道から里道にな
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って、すぐ補修しなくちゃいけないという、そういったところがないようにしていただ

きたいと思うんですけども、そこら辺の確認というか、そういったことをしていただけ

るものかどうか。それとあとは周知についてですが、江田島市も広報がありますので、

今回こういった認定が市道になったとか、里道に変わったとかいうところの広報を例え

ば３カ月とか４カ月連続して広報に入れていくというのも１つの手だと思うんですよ。

こういった場合は、最寄りの支所、もしくは土木建築課、建設課にお問い合わせくださ

いと、里道の場合はこういった、補修の場合はこういったものが必要になりますと、新

たに市道の場合は、市が全面補修をいたしますと、そういったような告知を、もちろん

各地域の自治会に、役員会に報告するのもそうなんですが、そういった広報での３カ月

連続同じものでいいと思うんです、を掲載していくとか、そういったことも考えてみる

必要があると思うんですが、その点、土木建築部長の見解お願いいたします。  

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  市道から里道に落ちるものについては、昨年の道路

パトロールで一応悪い箇所等は把握しているんですけれども、改めて現地調査を行いま

して、悪いところについて抽出しまして、予算にも限りがございますので、３年間で修

繕していきたいというふうに考えております。それと広報につきましては、可能な限り

周知するというのが大切だと思いますので、広報についても配慮して、検討していきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 野﨑議員。 

○８番（野﨑剛睦君）  市道から里道になることについて、地元が３割負担するとい

うことで、非常に私も関心持っておりまして、そしてまた、４町が今までそれぞれの基

準があって、その交付税の関係で、特に私の近くに元の建設課長がおって、その人に聞

いたんですが、交付税の関係があって、狭い道も市道に認められたということで、この

たび４町が統一の基準出すことはいいことだと私は思っております。しかし、廃止され

るところは地元の負担になってくるもんで、議会で認められて、告示して、そして地元

から説明があったときに説明するんだということなんですが、そういう前に、やはり幹

部の方は、実際にここの廃止されるところは現地をパトロールしておるわけなんですか、

そこらは聞きたいんですが、それが１点。 

 もう１つ、４メートルあって、なぜ市道になってないんかなと思っていたら、中山間

地の農道なんかで整備されとるから、これは市道ではありませんと、農道ですというこ

となんですが、いずれ農道も、やはり江田島市内にはかなりあると思うもんで、農道の

整備というんですか、基準もつくって、そういう台帳を整理しないといけないと思うん

ですが、そこらはどうでしょうか、その２点お尋ねします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  幹部というところでいくと、私で申し上げますと、

すべての落ちるところは、申し訳ありませんが、見ておりません。 

 それと２点目の農道につきましては、確かに過去農道でつくったけれども、今は農業
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用に使われている方よりも、一般車両が多い。そうすると、市道にした方がいいという

のは、交付税の増額の関係でも大事なことだと思います。ただ、先ほど申し上げました

が、このたびは、まず現在あるものを見直してと、再編してという第一歩でございます

ので、今後は、その農道の状態、利用状況とかを踏まえて、仮に補助金が入っておれば、

国との調整も必要になってまいりますので、そのあたりは農道を管理する産業部と話を

しながら順次進めていくというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  登地議員。 

○１３番（登地靖徳君）  沖美町が里道になるとこが大変多いということで、次の２

５日には部長さんもおいでいただきまして説明会を開いてもらえるということで、安心

しておるところではあるんですが、先般には、市長には状況を見て工事は考えていくと

いうありがたい言葉をもらっておりますが、例えば里道になって３割負担になった場合

には、その３割負担で工事をしない、金まで出して道を直さないという箇所が随分発生

する可能性があるんですね。例えば沖美町も急傾斜地は結構あるんだけど、大柿でも深

江とか柿浦、大君、それから能美でも鹿川とか、江田島でも津久茂、秋月、江南の方に

は結構急傾斜地もあるんで、こういうとこは、この江田島市の問題点が集約されておる

とこいっぱいあるんです。どういうことかいったら、高齢化、空家、道が狭いという部

分もあって、そういうことがある。だから、利用するいうても、周辺はほとんど空家で、

住んだ人がいないような箇所が随所に出てくる可能性がある。そうすると、３割負担に

なった場合には、その道はもう放置されて、壊れたら壊れたままで投げられる可能性が

発生するんですね。それで昨日も、私も資料を議会で見せていただいたんですが、路線

が傷んどって車が事故を起こして、裁判にあって、市が補償補てんしたという、そうい

う事例がありましたね。だから将来、その３割負担の道がちゃんと修復されなかったら、

やはり車は、１メーター８０もあれば軽四はしっかり通るんですけれども、あるいは車

通らなくても道が傷んどって、人が落ちるとか、足を折るとか、そういうことも起こる

可能性があるんで、その人が余りややこしいこと言わなければいいんだけど、やはりこ

の道の管理者がしっかりせん、こうなったいうた場合には、果たしてどうなるかという

ことが発生する可能性があるんです。それで、私は、市長さんがありがたい言葉言うて

くれたんですが、いろいろ考えてみたら、その道路の中に上水道、下水道、農業用水の

パイプが入った路線は、里道としても特別扱いをするような区別するべきじゃないか思

うんです。いうのは、３割負担ということは、その周辺の人が利用するから、利用する

人が３割を持てということじゃないかと思うんだけど、それじゃ下にパイプを入れた持

ち主いうんか、所有者いうんか、管理者には、それじゃ７割の中で対応するだけかいう

こともあって、だから、昔は上水道も石垣の端を走っとったんですが、今はその細い、

里道対象の道の中にも皆埋設されよるわけでありまして、だから、そこらの部分はしっ

かり私は区別して、里道にされてもいいんだけど、３割負担という部分をやはりしっか

り区別して判断していくべきじゃないかと思うんです。特に幸野部長さんは、広島県か

ら素晴らしい人でおいでになられたんですから、そこらのあたりのことをこの里道に絡

んでもしっかり判断していただきたいと思いまして、これはうちの町ばっかりじゃない
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んです。どの町にも大なり小なり皆関連することでございますので、しっかりとそのこ

とを執行部の方も、議員の人も把握してほしいなと思って、ちょっと一言発言させても

らいましたので、どうぞよろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  要望で終わります。 

 沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  先ほどの大柿港湾の県移譲の際に、前例として護岸を修繕、

１年にかけて悪いとこやりましたよね。この旧町道を里道に、いわゆる認定替えするの

にあたりまして、莫大な距離、この江田島市内にあるわけですが、県が行ったような最

後のサービス的な調査、補修は考えておられるのか。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  胡子議員にもお答えしたところにも関係するんです

けれども、今後３年間で、修繕が必要なところを見極めて、予算の範囲内でやっていき

たいというふうに考えております。 

○議長（上田 正君）  沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  今までだったらば、そういう３割負担、出すじゃ出さんじゃ

いうて、地権者とごたごたごたごたこの問題に関してはどこの地区でも多々あった案件

なんですよ。ですから、先ほど各議員さんが地元の地権者の方たちとの話し合いの場な

んかをたくさん設けて、今部長は沖美地区に関してはと、こうされましたけれども、地

域の住民一人一人が重大な問題なんですよ。そこへ固まっておるから重大な問題じゃな

いんですよ。たとえ私がそこの立場におかれたたった一軒であっても、自分に対しては

重大な問題なんですよ。でありますので、そこら辺をよく考慮して、江田島市全体が誤

解のないようにスムーズに工事が進められるように、できるだけ多くの地区と話し合い

を設けて、この計画を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより本２案に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、本２案を起立により採決を行います。 

 本２案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、本２案は原案のとおり可決されました。 

○議長（上田 正君）  暫時休憩といたします。 

                           （休憩 １１時５５分） 

                           （再開 １２時０３分） 

 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 
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日程第９  議案第４４号 

 

○議長（上田 正君）  日程第９「議案第４４号 平成２２年度江田島市一般会計補

正予算（第１号）」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略いたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４４号「平成２２年度江田島

市一般会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２２年度江田島市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，８９０万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６億４，０９０万円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、総務部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  土手総務部長。 

○総務部長（土手三生君）  一般会計補正予算（第１号）について、歳入歳出補正予

算事項別明細書で説明いたします。 

 予算書２０ページ、２１ページをお開きください。 

 最初に歳入からです。１５款県支出金、２項県補助金ですが、それぞれ充当する予算

項目ごとに計上しております。補助金の種類ごとの計は、生活交通体系再編支援事業補

助金９３万６，０００円、未来創造支援事業補助金１１０万円、緊急雇用対策事業費補

助金８８６万２，０００円、豊かな心を育てる体験活動事業費補助金８２万４，０００

円、合計１，１７２万２，０００円の増額計上です。次に、１９款繰越金、１項繰越金

ですが、６，６３３万９，０００円の増額計上です。今回の補正に係る一般財源といた

しまして前年度繰越金を計上しております。次に２０款諸収入、６項雑入ですが、社会

保険料８３万９，０００円の増額計上でございます。 

 続いて歳出です。  

 予算書２２、２３ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、１項総務管理費ですが、１目一般管理費は１０万６，０００円の増額計

上で、本庁別館３階に設置する避難ばしごの購入費を計上しております。６目企画費は

２，４００万９，０００円の増額計上で、県補助による未来創造事業支援事業経費、市

公共交通協議会への負担金の追加、秋月～呉航路への社会実験運航補助金です。７目情

報政策費は２，６９４万円の増額計上で、本年１１月から稼働する次期基幹系電算シス

テムの機能追加及び電算室分電盤工事費の経費を計上しております。１３目集会所施設

費は、８１万９，０００円の増額計上で、江田島コミュニティセンターの空調機修繕工

事費です。 

 予算書２４、２５ページをお開きください。５款労働費、１項労働諸費、１目労働対
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策費ですが、９７０万１，０００円の増額計上で、これは緊急雇用創出事業のための臨

時職員賃金等でございます。６款農林水産業費、１項農業費ですが、１目農業委員会費

は、賃金と報償費の節の組替えを行っております。６目農業集落排水事業は１５０万円

の増額計上で、農業集落排水事業特別会計への繰出金です。８款土木費、３項河川費、

１目河川維持改良費は１，５００万円の増額補正で、大柿町柿浦の市道常道６号線暗渠

改修工事の事業費を計上しております。 

 次に、予算書２６、２７ページに移ります。１０款教育費、１項教育総務費、３目教

育振興費は８２万５，０００円の増額計上で、県補助の豊かな心を育てる体験活動事業

の補助金追加でございます。 

 以上、歳入歳出合計それぞれ７，８９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１４６億４，０９０万円とする補正でございます。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 片平議員。 

○６番（片平 司君）  ２３ページの企画費の００２の生活交通維持対策費なんです

が、これ来年の３月までだと思うんですけど、秋月航路の補助やと思うんですけど、４

月以降はどのように考えておられるんか、あればお答えください。 

 それと、その下の７目の情報政策費、これ全体で見ると非常に高いわけですよね。こ

れどうしてこんなに高いんかなといつも思うんですけど、特に今回、子ども手当のシス

テムで組んどるわけなんですが、これはやっぱり、国が出さずに地方自治体が出すよう

になっとるわけなんですかね。 

 それと、２７ページの豊かな心を育てる体験学習事業は、具体的にどのような事業が

されとるんか、ちょっと答えてもらえればと思うんですが。以上です。 

○議長（上田 正君）  重川教育次長。 

○教育次長（重川忠道君）  豊かな心を育てる体験活動でございますけれど、日常と

は異なる環境で生活をして、児童の自立心や主体性などを育てるというのを目的にして

おります。これは私たちは島でございますから、海が近いということで、４校の学校が

山の方へ行って民泊、あるいは尐年自然の家等に宿泊いたしまして、３泊４日の事業で

ございます。  

 以上でございます。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

○企画振興課長（有馬博之君） ２３ページ、生活交通維持対策事業費のうちの社会実

験運航、秋月の件なんですけれども、これにつきまして、社会実験を４カ月させていた

だきます。そのときに検証させていただきますので、その結果によって、４月以降どの

ような形で対応するかというのを判断していきたいと思っております。ですので、今の

段階でどうするというのは、ちょっと申し上げられないというところでよろしくお願い

いたします。 
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 それから情報管理事業の中の子ども手当システム、これにつきましては、国のお金で

基本的にシステムの改修費用は出していただけるのが基本なんですが、今回１１月から、

その上にもあるんですが、電算基幹系システムのリース期間満了に伴う移行で、新しい

基幹系システムに切り替わります。そのタイミングが１１月ということがありましたの

で、４月から１１月までの間の分のシステム変更は国のお金を認めてもらえるんですが、

その１１月のときのまた新しいシステムに替える分のがちょっとこちらに上げさせてい

ただいた、補正に組まさせていただいたということでよろしくお願いいたします。  

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  ２１ページの前年度繰越金でありますが、前年度繰越金は

どのぐらいあるんか、金額を知らせてください。 

 それから２３ページの企画調整事業費の江田島ＰＲ隊委員報酬、その上の講師謝金で

すか、これはＰＲ隊については当初予算で１３８万円ぐらい上げとったわけですが、こ

のようにまた出すのはどうしてかお伺いいたします。それから費用弁償とか食糧費。そ

れから一番下の自動車等借上代、この４０万円、何にするんですかね、お伺いします。 

 その下の先ほど言われた社会実験運航補助金、補助金を出すわけですが、会社の企業

努力、内部改革、どのようにやったのかお伺いいたします。 

 それから、その下の情報管理事業費委託料、これは当初予算で何で上げんかったんで

すかね、今になって、こういうのを上げるのはおかしいと思います。 

 それから２５ページの農業委員会運営事業費で、これが何か切り替わったいうんです

がね、これ間違いだったんですか、予算の。お伺いします。 

 以上。 

○議長（上田 正君）  川尻会計管理者。 

○会計管理者（川尻博文君）  一般会計の繰越金でございます。歳入歳出差引残高、

今決算額ですけども、７億８，６００万、これに昨日、翌年度の繰越財源としまして、

一般財源控除いたしますと、６億５，８００万、そこらになります。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

○企画振興課長（有馬博之君）  先ほど２３ページの企画調整事業費、ＰＲ隊委員報

償金についてのご質問ですけれども、これにつきましては、県の未来創造支援事業とい

う補助事業がございまして、その補助事業に参加させていただく、手を挙げるといった

ことで、その中身について、このＰＲ隊の中で運営していきたいというふうに考えてお

りますので、このＰＲ隊の中で、この未来創造計画をつくるということを考えておりま

す。このＰＲ隊の庁内の職員、それから外部にも委員をお願いしまして、研修でありま

すとか、先進地視察、そういったことを計画をしております。自動車借上料につきまし

ても、バスを借り上げて視察に行きたいということで、ここに計上させていただいてい

るものでございます。 

 それから社会実験運航補助金につきまして、内部努力、どのようにされとるかという

ところなんですが、試算の段階ではあるんですが、大昭汽船さん、２５％人件費を削減

ということで話をしております。この補助金範囲内で運航を、社会実験をしてもらえる
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ようお願いをしているところでございます。 

 それから電子計算機委託料の件でございます。これにつきまして、リース期間満了に

伴う基幹系システム、住基のシステムとか税とかいろんな住民向けのシステム、情報住

民システムというんですけども、住民情報システムですか、そのリース期間満了に伴う

システム導入、これにつきましては、当初の段階では上げていなかったというのが、そ

れぞれの担当ごとと会議をさせていただいて、それぞれ基本パッケージで対応できるも

のは、そのようにという基本原則はあったんですが、担当と会議をする中で、どうして

も、この作業について、江田島方式といいますか、そういった仕様が必要なものが出て

まいりました。これにつきましてシステムを変更する、カスタマイズするような費用と

して、ここに今回補正で上げさせていただいたところでございます。 

 企画の方は以上でございます。 

○議長（上田 正君）  瀬戸本産業部長。 

○産業部長（瀬戸本三郎君）  農業委員会の件についてご説明します。１２月の予算

編成時期のころには、４件での報償金というような県の方の通知があったように聞いて

おります。農地法が１２月に改正されまして、このたび、農地の利用状況調査というの

を主眼におくということで賃金に組替えをさせていただいたものです。 

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  先ほどの自動車等借上料でありますが、視察はこれは勉強

会、実になるんです、これ。この視察ってね。４０万も使ってから。どのようなことや

るんですか。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

○企画振興課長（有馬博之君）  これから考えるところもございますけれども、県の

計画、補助の対象となる計画が産業対策の未来創造という名前のとおり、地域の資源を

活用して、そういういろんな産業対策で先進的なといいますか、前向きな取り組みをさ

れておる事例、そういったところを市の職員と外部の方と、外部の方は今のところ、い

ろんな関係機関、観光協会でありますとか商工会、漁業・農業の関係の団体、そういっ

たところの方に入っていただいて一緒になって勉強していきたいと今考えているところ

でございます。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  大昭汽船さんの補助の件なんですが、これ柿浦港に寄港する

という条件だったと思うんですが、そこらはどうなんですか。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

○企画振興課長（有馬博之君）  まず、秋月～呉航路の件なんですけれども、柿浦の

ことに関しましても、シミュレーションはうちの方でさせていただきました。大昭汽船

さんの方と相談をさせていただく中で、秋月～呉のパターンと柿浦を入れたパターンと

で提示させていただき、それを会社として判断してくださいというお願いをした中で、

出てきた答えで、秋月～呉でやりたいというお話があったので、そういう試算、こうい

う補助金をつくらせていただいたという経緯がございます。再度確認をさせていただい

たところでは、やはり柿浦の方では難しいという判断をされているというふうにお聞き
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しております。 

○議長（上田 正君）  大石議員。 

○５番（大石秀昭君）  これ当初、大昭汽船さんの方に柿浦に寄港するということで、

努力しましょうというようなことを同僚議員が言われとったんですが、そこらあたり、

柿浦に寄らないんですか、寄るんですか。 

○議長（上田 正君）  有馬企画振興課長。 

○企画振興課長（有馬博之君）  今確認している範囲では、寄らないというふうに大

昭汽船さんの方はおっしゃられているようです。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  ２５ページの緊急雇用創出事業費ということなんですけども、

これ今回初めてというものじゃないと思うんですが、これまで市の方が雇用対策という

ことでこういう事業やっておるんですけども、今、延べで、今景気が悪くなって、こう

いった臨時職員採用されとると思うんですけども、延べ人数、そちらの方わかりました

ら、またこれから募集かけると思うんですけども、大体どの程度の人数を予定されてい

るのか教えてください。 

○議長（上田 正君）  瀬戸本産業部長。 

○産業部長（瀬戸本三郎君）  今までの現在で２２事業、２９名の方ということです。

これを含めずにという数字であります。 

○議長（上田 正君）  胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  今２９名というのが、これまでのということですよね、延べ

で。これから今予算計上されたんですけども、今後は、今の予算措置で大体どの人数を

予定されているのか、それも教えてください。 

○議長（上田 正君）  瀬戸本産業部長。 

○産業部長（瀬戸本三郎君）  一応この補正では５名の方、５事業に対して、９カ月

程度の雇用ということでやらせていただきます。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

 沖元議員。 

○７番（沖元大洋君）  今の大石議員が聞いておった秋月～呉航路、これ当初、課長

も説明したとおり、大昭汽船さんは、これを認めてもらえるのであれば尐々の努力はし

ますと言われたので、私がその話の中で、市長よく聞いてくださいよ。話の中で、濵﨑

さん、これは大昭汽船を助けるんじゃないんですよと、住民サービスの一環として、住

民の足を守るために、私が市に、それじゃ話してみましょうと、私が市に話すための条

件として、柿浦～呉間を往復、朝晩でも１便、２便か、だから。復活させるということ

を条件に入れてくだされば話にいきましょうと、それは見やすいことですから、やりま

すから、是非お願いしますということだったんですよ。して、有馬課長と話をした後、

濵﨑さんが、また有馬課長と話した段階で、あっこれは話がうまくいくんじゃないかと

いうニュアンスのもとで、私と２人の柿浦路線復活を隠して話を進めとるように見える

わけなんです。これでは約束が違うわけなんですよ。約束が違っても、それはいいんで
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すけれども、２５％の人件費削減、これはあの方の役員がほとんど給料占めとるわけな

んですよ。したら、のければ、５０％は楽に削減できるんですよ。例えば呉の桟橋の切

符のもぎ取り、取る人、これ３交替にしとるんですよ。そんなもん船の中で船員が取れ

ばすむことですよ、自動販売機もあることで、いうことなんか一切、濵﨑さんとこのい

わば親戚なんかのファミリーが切符もぎなんかもやっておるんですよ。したら、私ら計

算したら、十分５０％削減できるんですよ、する努力もしない、約束もしないで、ただ

頼んでくれ頼んでくれ、ちょっとおかしいと思うんですが、そこら辺を有馬課長、もう

一度濵﨑さんと話して、泣き言ばかり言うんじゃなしに、本当に助けてほしい、住民の

ためになる路線回復であるんなら、我々議会も一生懸命努力していくんですけれども、

わかた会社助けてくれだけでは、だれも見向きもしませんから、そういうことを濵﨑さ

んの方に伝えて、一層努力をして、約束を違わんように、それから先のことは、また話

し合いましょう。こういうことをお願いしとってください。答弁はいいです。  

○議長（上田 正君）  要望でいいですね。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４４号を、起立により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０  議案第４５号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１０「議案第４５号 平成２２年度江田島市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略します。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４５号「平成２２年度江田島

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２２年度江田島市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億８，８１０万円とする。２、歳
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入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。  

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  議案第４５号の説明をします。 

 このたびの補正は、制度改正に伴うシステム改修費と老人保健医療費拠出金の確定に

より行うものでございます。 

 はじめに、歳出について説明します。 

 ３４、３５ページをお願いします。 

 一番上、１款１項１目１３節の委託料、国保システム改修事業費委託料２６０万円の

増額補正、これは制度改正に伴うシステム改修委託料で、リストラなどで職を失った者

が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるように、国保税の負担軽減措置

を行うもので、平成２２年４月１日施行するものでございます。また、臨時的なもので

はなく恒久的なものとして整備をするもので、全額国の補助で行うものでございます。

その下、５款１項１目１９節負担金補助及び交付金、老人保健医療費拠出金２００万円

の増額補正、これは老人保健拠出金の額が確定したために補正するものでございます。  

 次に財源について説明します。 

 ３２、３３ページをお願いします。 

 はじめに、システム改修費の補助金について説明します。上から２段目、３款２項１

目２節特別調整交付金２６０万円の増額補正、これは全額国の補助金でございます。終

わりに、老人保健拠出金に対する補助金等について説明します。一番上、３款１項１目

療養給付費国庫負担金６８万円の増額補正、これは老人保健拠出金の３４％に当たるも

のです。その下、２項１目１節普通調整交付金１４万円の増額補正、これは老人保健拠

出金の７％に当たるものです。上から３段目、４款２項１目財政調整交付金１２万円の

増額補正、これは老人保健拠出金の６％に当たるものでございます。不足分の１０６万

円については、一番下、１０款１項２目前年度繰越金を充てるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 片平議員。 

○６番（片平 司君）  老人保健の拠出金については、今年度限りでもう終わるとい

うことなんですかね。 

○議長（上田 正君）  徳永福祉保健部長。 

○福祉保健部長（徳永信幸君）  特別会計の老人保健にいくものは今年度で終わりで

す。でも、来年もまだあるかもわかりません。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 



 

－９０－ 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４５号を、起立により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１  議案第４６号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１１「議案第４６号 平成２２年度江田島市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略します。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４６号「平成２２年度江田島

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２２年度江田島市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，１２０万円とする。２、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、土木建築部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  議案４６号につきまして、４２ページで説明させて

いただきます。 

 ４２ページをお開きください。 

 歳出でございます。第１款総務費、第１項総務管理費を１５０万円増額計上しており

ます。これは三高の下水道浄化センターにおきまして、流入する下水からごみをスクリ

ーンで捕捉し、除去する工程がございますが、この除去システムの部材の一部が腐食に

より作動しなくなり、現在手作業による除去となっております。このため、この除去シ

ステムの修繕工事を行うものでございます。 

 次に、前ページ４０ページを開いていただき、歳入でございます。１５０万円の歳出

増により、同額が不足することから、一般会計からの繰入金で充当することとし、一般

会計繰入金を１５０万円増額補正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 



 

－９１－ 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  この三高の下水は、二、三年前じゃろう思うんじゃが、新

しい思うんじゃけど、これは。それでさびついて、このような１５０万も要るような。

これ補償、業者の補償の範囲内じゃないんですか。出す必要ない、市が。お伺いします。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  三高の浄化センター、１８年に供用しておりますの

で、まだ、確かに時間が経っておりません。この腐食の原因を分析しましたところ、三

高の浄化センターの下水処理施設が他の浄化センターに比べましてコンパクトに、例え

ばいろんな施設が１つの部屋にというような構造になっております。そうしたことから、

下水から発生するガス等の環境が他の浄化センターよりも厳しくて、腐食が進んだもの

と分析しております。こういったことから、これは当初の納入業者の瑕疵ではなくて、

やむを得ない、不可避の現象だというふうに認識しておりまして、これにつきまして、

今後点検を強化することによって、こういう致命的な損傷にならないよう修繕を施して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  山木議員。 

○１６番（山木信勝君）  補償の範囲内じゃないんですかというて聞いているんです

よ。 

○議長（上田 正君）  幸野土木建築部長。 

○土木建築部長（幸野 潔君）  補償の範囲内ではないというふうに解釈してます。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第４６号を、起立により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１２  議案第４７号 

 



 

－９２－ 

○議長（上田 正君）  日程第１２「議案第４７号 平成２２年度江田島市宿泊施設

事業特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 この際、議案の朗読は省略いたします。 

 直ちに、提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 田中市長。 

○市長（田中達美君）  ただいま上程されました議案第４７号「平成２２年度江田島

市宿泊施設事業特別会計補正予算（第１号）」でございます。 

 平成２２年度江田島市の宿泊施設事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７５３万６，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，２５３万６，０００円

とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 内容につきましては、産業部長をして説明申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（上田 正君）  瀬戸本産業部長。 

○産業部長（瀬戸本三郎君）  議案第４７号の説明をさせていただきます。 

 ５０ページをお開きください。 

 第１款事業費、第１項管理費の４４０万増額補正をするものです。これは今回、能美

海上ロッジの空調設備４台の取替えと、サンビーチおきみの風呂用給湯ボイラーの取替

え工事を行うものであります。なお、予備費３１３万６，０００円につきましては、今

後緊急修繕等に対応するために計上させていただいております。 

 次に、この財源でございますが、前ページ、４８ページをお開きください。  

 指定管理者の株式会社休暇村サービスとの年度協定第５条の規定により、収益金が生

じましたので、これを雑入として計上しております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。  

 質疑はありませんか。 

 胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  こちらの方で、今その指定管理者の施設管理で特別会計つく

っておるものと理解しておるんですが、きょう残念ながら、市長から報告があった、食

中毒で、食事の営業禁止、何日間かちょっとわかりませんけども、昨年、この３月まで

収益が上がったものにおいて、半分は市の方に諸収入として上がりまして、これに基づ

いて今回修繕するわけなんですけども、今回の営業の禁止になって、やはり収益が落ち

ると思うんですよ。こういった場合、何かその市が休暇村に対して、行政指導はしてい

るんでしょうけども、何らか、例えば収益が上がらなかった原因は今回休暇村サービス

にあるわけであって、このときに何かそういった市としての対応というものは契約上あ

るんでしょうか。 

○議長（上田 正君）  瀬戸本産業部長。 



 

－９３－ 

○産業部長（瀬戸本三郎君）  今回の食中毒に関してのみ言いますと、現在、国民休

暇村サービスから、本社からそういう職員、保険対応等々についてしておりますので、

市とすれば、昨日、支配人と東京本社からも職員を呼びまして、市長からそういう指導

をさせていただいたという範囲でおさまっております。 

○議長（上田 正君）  胡子議員。 

○９番（胡子雅信君）  今から話すことは要望というか、お願いというところになる

と思うんですけども、前年度は確かに半分の７５０万、その利益として市に利益があっ

たわけなんですけども、今回こういった場合において、当初、これがなければ期待でき

る利益も可能性としてはあったかと、これも結果見てみないと、来年３月見てみないと

わからないですけれども、こういうところもあるんで、ちょっと非常に残念なところだ

ったのかなと、今後市の方も十分この休暇村サービスさんと、そういったところをお願

いしていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（上田 正君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４７号を、起立により採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議はすべて終了しました。 

 これで、平成２２年第３回江田島市定例会を閉会にいたします。 

 皆さんご苦労さんでした。 

                            （閉会 １２時４７分） 



 

－９４－ 
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